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【特に信号機のない横断歩道において実践しよう！！】

① ②

③ ④

【道路交通法第38条１項（前段）】

横断歩道等に接近する場合

横断歩道等の

直前で停止で

きる速度で進

行しなければ

ならない。
※ 横断しようとする

歩行者等がいない

ことが明らかな場

合を除く。

減速

【道路交通法第38条１項（後段）】
横断歩道等を横断し、または横断しようとす

る歩行者等があるとき

一時停止

横断歩道等の

手前で一時停

止し、かつ、そ

の歩行者の通

行を妨げない

ようにしなけ

ればならない。

横断歩道等またはその手前の直前で停止し

ている車両等がある場合

【道路交通法第38条２項】

停止車両等の

側方を通過し

て前方に出る

ときは、その

前に一時停止

しなければな

らない。

一時停止

横断歩道は歩行者優先！！歩行者は安

全確認の上、横断歩道を渡りましょう！ド

ライバーは、歩行者が通過するのを確認

した後、発進しましょう！

ドライバーは歩行者に「渡って下さい」の

横断合図（手を挙げる動作とアイコンタク

ト）をしましょう！

横断歩道を渡る場

合、歩行者は接近

してくる車のドライ

バーに横断合図

（手を挙げる動作

とアイコンタクト）を

しましょう！

道路横断する時は横断歩道のあるところ

を渡りましょう！


